
【加入者期間15年以上・60歳未満の退職者】

年金ポータビリティ制度 チャート

（2）年金/一時金の部分選択
（25%・50％・75％選択）

（3）退職時に全額一金として
受給 (脱退一時金）

（8）個人型確定拠出年金へ移換
iDeCo（国民年金基金連合会）

（5）再就職先の
企業型確定拠出年金（DC）へ移換

（6）再就職先の
確定給付企業年金（DB）へ移換

（7）再就職先の
厚生年金基金へ移換

すぐに
全額給付を希望

60歳から
受取を希望

（1）60歳から年金受給の申出

する

しない

しない

いいえ

（1）60歳から年金受給の申出

申出を保留したい方は一旦
（１）で申出してください。
その後変更がある場合は基金まで
ご連絡ください。

但し、資格喪失から1年経過すると
（4）～（7）の選択はできません

全額

一部すぐに
受け取りたい

資格喪失
（退職日の翌日）

はい はい はい

（4）通算企業年金へ移換

自分で運用したい
OR

確定拠出年金口座
を持っている

はい

いいえ

必ずしも、チャート通りの選択をする必要はありません。あくまで目安としてご使用ください。
それぞれの制度を理解した上で、選択してください。

退職から１年以内
に再就職する

再就職先の
規約で

移換可能の
定めがあるか

再
就
職
先
か
ら

移
換
申
出
書
を
入
手
し
て
移
換
申
出

他の制度に
移したい

再就職
後

3か月
以内

（8）or(4)

選択届のみ提出
で移換申出

いいえ

移換申出期限（＝移換先を含めた手続き終了期限）
資格喪失から1年を経過する日以前(4)(5)(6)(8)

資格喪失から1年経過する日以前
再就職先移換制度資格取得から3ヶ月経過する日
いずれか早い日以前

(7)

上記期限を過ぎた場合は（1）（2）（3）の選択となります
60歳到達後は移換できません。（手続き途中で60歳になった場合も含む）
移換金額は計算基準日により変動することがあります。

金融機関から移換申出書を入手
して移換申出

選択届の選択肢

2023年9月改訂

いいえ
ない

あ
る

いいえ

は
い

再就職先に
（5）（6）（7）いずれ
かの制度がある

年金ポータビリティ制度


